
 

 

 

説明事項１ 

令和６年度制度改正について  

 令和６年度介護報酬改定のうち、令和５年度末で経過措置を終了する介護報酬の

改定事項、その他全サービスに係る改正事項及び介護職員等処遇改善加算について

お示しします。 

 なお、以下に掲示する内容以外についても改正がありますので、厚生労働省ウェ

ブサイトに掲載されている「介護報酬改定の概要」「介護報酬改定に関する省令及び

告示の改正」、「介護報酬改定に関する通知等の改正」及び「介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ」についてよく確認をしていただく等、情報収集に努めるようにお願いしま

す(令和６年度介護報酬改定について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp))。 

 また、愛知県高齢福祉課ウェブサイトに掲載されている「令和６年度介護報酬改

定について」を良く確認していただき、間違いのない、適切な対応をお願いします

(令和 6 年度介護報酬改定について - 愛知県 (pref.aichi.jp))。 
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１－（１）業務継続計画の策定について                    

感染症や非常災害の発生時において、業務継続計画を策定し、計画に従い必要な 

措置を講じる必要があります。 

なお、令和６年４月１日からの義務化に伴い、業務継続計画未実施減算が新設さ

れます。感染症と災害発生時について、それぞれ計画策定が必要となり、どちらか

一方の計画が策定できていない場合も減算となりますのでご留意ください（サービ

ス種別により、減算適用に係る条件等が異なりますので、算定要件等をご確認くだ

さい）。 

■必要な措置 

⚫ 業務継続計画の策定（感染症、災害時） 

⚫ 従業者への業務継続計画の周知 

⚫ 定期的な研修及び訓練（シミュレーション）の実施 

⚫ 定期的な業務継続計画の見直しの実施、必要に応じた計画の変更 

■対象サービス 

 全サービス 

■関連資料 

 介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修資料・

動画｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


 

 

 

１－（２）高齢者虐待防止の推進について                      

 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生又はその再 

発を防止するために次の措置を講じる必要があります。 

 なお、令和６年４月１日からの義務化に伴い、高齢者虐待防止措置未実施減算が

新設されますので、ご留意ください。 

■必要な措置 

⚫ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の周

知 

⚫ 虐待防止のための指針の整備 

⚫ 虐待防止のための研修の定期的な実施（※） 

 ※研修を実施すべき頻度は、サービス種別によって異なります。 

⚫ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

⚫ 虐待の防止のための措置に関する事項について、運営規程に記載 

■対象サービス 

 全サービス 

■関連資料 

 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等 (mhlw.go.jp) 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html


 

 

 

１－（３）感染症の予防及びまん延の防止について                                 

 事業者は、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以

下の措置を講じる必要があります。 

■必要な措置 

⚫ 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 

⚫ 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

⚫ 研修、訓練（シミュレーション）の実施 

■対象サービス 

 全サービス 

１－（４）栄養管理について                         

 入所者に対する栄養管理について、令和３年度から栄養マネジメント加算を廃止

し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士

が、入所者の栄養状態に応じて計画的に行う必要があります。栄養管理の基準を満

たさない場合、令和６年４月１日からは栄養管理に係る減算の対象となります。 

■必要な措置 

⚫ 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成 

⚫ 栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録 

⚫ 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し 

■対象サービス 

施設系サービス（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、介護老人保健施設、介護医療院） 

１－（５）口腔衛生の管理について                      

入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度から口腔衛生管理体制加算

を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計画

的に行う必要があります。 

■必要な措置 

⚫ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛 

生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上実施 

⚫ 上記の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛 

生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画 

の見直し 

イ 助言を行った歯科医師 



 

 

 

  ロ 歯科医師からの助言の要点 

  ハ 具体的方策 

  二 当該施設における実施目標 

  ホ 留意事項・特記事項 

⚫ 施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設 

入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施 

⚫ 技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医 

師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項

等を文書等で取り決め 

■対象サービス 

施設系サービス（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、介護老人保健施設、介護医療院） 

 

１－（６）認知症介護基礎研修の受講の義務付けについて            

事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に 

ついて、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要がありま

す。事業所が新たに採用した従業者（新規・中途問わず）で医療・福祉関係資格を

有さない者については、採用後１年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があり

ます。 

 



 

 

 

■対象サービス 

全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具 

貸与、居宅介護支援を除く） 

■関連資料      

⚫ 安城市／認知症介護基礎研修(ｅ-ラーニングシステム） (city.anjo.aichi.jp) 

⚫ 愛知県認知症介護研修について - 愛知県 (pref.aichi.jp)         

２－（１）「書面掲示」規制の見直しについて                      

事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、ウェブサ

イトへの掲載・公表が義務付けられます。 

義務付けは令和７年度からですが、各事業所におかれましては、お早めにご対応 

をお願いします。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

２－（２）管理者の責務及び兼務範囲の明確化について            

管理者の責務及び兼務範囲について、管理者がその責務が果たせる場合には、同 

一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨が明確化されま

す。      

 なお、これまでと同様、管理者の一元的管理が行える体制の確保についてはご留 

意の上、ご対応ください。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/20220418kaigokisokensyu.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/0000082062.html


 

 

 

２－（３）テレワークの取扱いについて                        

テレワークの取扱いについて、これまで管理者についてのみ示されておりました 

が、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種についても、

取扱いが明確化されます。 

 詳細等につきましては、最新情報にご留意いただき、対応を進めてください。 

■対象サービス 

 全サービス（居宅療養管理指導を除く） 

 

２－（４）人員配置基準における両立支援への配慮について           

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進めるため、運営

基準の解釈通知及び報酬算定の留意事項通知について、「常勤」及び「常勤換算方法」

に係る取扱いが改正されます。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

 



 

 

 

３ 「処遇改善加算」制度の一本化について                          

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多く 

の事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等

特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・

各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一

本化されます。 

一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のあ

る職員に重点的に配分することとしますが、事業所内での柔軟な職種間配分が認め

られます。また、人材確保に向けてより効果的な要件とする等の観点から、月額賃

金の改善に関する要件及び職場環境要件の見直しも行われます。 

■必要な措置 

⚫ 令和６年度計画書の提出（令和６年４月１５日まで） 

※令和６年度計画書において、現行３加算（令和６年４月・５月分）と新加算

（令和６年６月から３月まで）をまとめて申請できる様式になっております。 

⚫ 令和５年度実績報告の提出（令和６年７月３１日まで） 

■関連資料 

⚫ 安城市／介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ

ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 に つ い て 

(city.anjo.aichi.jp) 

⚫ 介護職員の処遇改善｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html


 

 

 

４ 令和６年４月１日算定開始の加減算の届出時期について             

令和６年４月１日算定開始の加減算の届出時期は、 

令和６年４月５日（金）（必着）までとします。 

処遇改善加算の計画書の届出時期は令和６年４月１５日（月）までとなっており、

締切日が異なりますのでご留意ください。 

５ その他参考資料                                

⚫ 介護保険最新情報｜厚生労働省 

介護保険最新情報掲載ページ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

